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弟子屈町企業振興促進条例を全面改正
①　起業される方、事業拡大される方を応援します！（企業振興促進制度）
②　新たに雇用される事業者を応援します！（新規雇用支援）
③　空き店舗を活用される方を応援します！（空き店舗の活用促進）

①　企業振興促進制度
　町内における企業振興を促進するため、町内に事業場を新設、または増設する方に対し、助成や固定資産税の課税
免除を行う制度です。
　対象となる事業場が、これまでの工場や宿泊施設などの９種類から18種類に拡大されました。
　また、新設・増設に加え、事業場の移転と、事業場を移転した上で業種を転換する場合も、助成の対象となりました。

▼ �追加となった事業場／コールセンター・データセンター・建設業に係る事業所・飲食店・卸売業に係る事業所・小売
業店舗・病院・診療所・教育施設

例）　飲食店を新設・増設・移転または他の業種から飲食店に転業する場合

飲食店 対象要件
投資額 新規雇用者 助成額

500万円以上 ２人以上新設 投資額の３％以内、上限200万円
150万円以上増設 投資額の３％以内、上限 30万円
 50万円以上移転または転業 投資額の３％以内、上限 20万円

（注）�その他の業種の事業場については、町のホームページ（http://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/06jigyou/05sangyou/01syougyou/0
1kigyoshinkosokushin/index.html）をご覧いただくか、担当までお問い合わせください。

※投資額／事業場の建物および営業用設備の取得額。
※新規雇用者／事業者が新規に雇用する、町に住民登録を有する方か、住民登録をする予定の方。

②　新規雇用支援
　弟子屈町に住民登録を有する方か、住民登録をする予定の方を雇用する事業者に対し、その賃金の一部を１年間補
助します。

対象事業者
（次の全てに該当すること）

対象となる新規雇用者
（次の全てに該当すること）

利用回数
および人数

補助金額
（月額）

�弟子屈町に住所を有する方を積極
的、かつ継続的に雇用する事業者。
町が出資していない事業者。
町税などの滞納がない事業者。
�雇用保険に加入、または加入する
事業者。
�過去１年間に事業主の事由による
退職者がない事業者。

�雇用保険に加入し、1年を超え
て雇用される方。
�事業者（法人などはその役員）の
３親等以内の親族でない方。

１事業所につき
１回、かつ新規
雇用者２人まで

１人につき賃金の
30％、３万円限度

③　空き店舗の活用促進
　これまでの空き店舗の賃借料に対する補助に加え新たに、営業に係る空き店舗の改築や営業用設備の設置費用に
対する補助が新設されました。
　賃借料補助、改築費補助の対象となる空き店舗は、賃貸借契約を締結する際に事業が行われていない店舗および事
業用に使用していた家屋などで、次に該当する場合です。

申請者
（次の全てに該当すること）

賃貸借契約の相手方
（次の全てに該当しないこと）

新たに開業する方。
�空き店舗を利用して積極的、かつ継
続的に事業を営む意志のある方。
町税などの滞納がない方。

▼申請者が個人の場合
申請者の３親等以内の親族。
申請者が役員の法人。
申請者の３親等以内の親族が役員の法人。

▼申請者が法人の場合
申請者の役員、または当該役員の３親等以内の親族。
申請者の同族会社。
申請者の同族会社の役員又は当該役員の３親等以内の親族。

　 ▼補助金の額
　賃借料補助金
　　　補助期間／２年間
　　　補助金額／営業開始１年目　月額賃借料の２／３　限度額５万円
　　　　　　　　営業開始２年目　月額賃借料の１／３　限度額２万5,000円

　改築費補助金
　　　補助対象費／空き店舗の営業に係る部分の改築・改装および営業用設備設置費用
　　　補助金額／改築費用の1／2　上限額100万円

問い合わせ先
企業振興促進制度／役場企画財政課企画係☎４８２‐２９１３（課直通）
　　　　　　　　　　メール　yuchi@town.teshikaga.hokakido.jp
新規雇用支援および空き店舗の活用促進／役場観光商工課観光商工係☎４８２‐２９４０（課直通）


